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(57)【要約】
【課題】本発明によれば、多湿な条件においても流動特性がばらつかないＳＭＣを提供す
ること、さらには、かかるＳＭＣを用いることで、ボイドレスでかつ脱型時に割れが発生
せず表面品位に優れた繊維強化複合材料を提供することが可能になる。
【解決手段】　不連続の強化繊維の束状集合体と樹脂組成物とを含むシートモールディン
グコンパウンド（ＳＭＣ）であって、前記束状集合体は、その強化繊維の配列方向に直角
な方向の幅が最大となる面において、前記強化繊維の配列方向に対して、前記束状集合体
中の強化繊維の両の端部の配列により形成される辺のそれぞれがとる鋭角の角度ａおよび
角度ｂがそれぞれ２°以上３０°以下であり、前記樹脂組成物は、以下の成分（Ａ）～成
分（Ｃ）を含む樹脂組成物である、シートモールディングコンパウンド。
　成分（Ａ）：　芳香族エポキシ樹脂
　成分（Ｂ）：　脂肪族エポキシ樹脂
　成分（Ｃ）：　脂肪族アミン
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
不連続の強化繊維の束状集合体と樹脂組成物とを含むシートモールディングコンパウンド
（ＳＭＣ）であって、前記束状集合体は、その強化繊維の配列方向に直角な方向の幅が最
大となる面において、前記強化繊維の配列方向に対して、前記束状集合体中の強化繊維の
両の端部の配列により形成される辺のそれぞれがとる鋭角の角度ａおよび角度ｂがそれぞ
れ２°以上３０°以下であり、前記樹脂組成物は、以下の成分（Ａ）～成分（Ｃ）を含む
樹脂組成物である、シートモールディングコンパウンド。
　成分（Ａ）：　芳香族エポキシ樹脂
　成分（Ｂ）：　脂肪族エポキシ樹脂
　成分（Ｃ）：　脂肪族アミン
【請求項２】
成分（Ｂ）の２５℃粘度が１００ｍＰａ・ｓ以上１００００ｍＰａ・ｓ以下である、請求
項１に記載のシートモールディングコンパウンド。
【請求項３】
成分（Ｂ）が１分子中におけるエポキシ基が３つ以上の脂肪族エポキシである、請求項１
または２に記載のシートモールディングコンパウンド。
【請求項４】
前記樹脂組成物は、成分（Ｄ）として、脂肪族アミン以外のエポキシ硬化剤をさらに含む
、請求項１～３のいずれかに記載のシートモールディングコンパウンド。
【請求項５】
前記樹脂組成物が、下記の条件を満たす、請求項１～４のいずれかに記載のシートモール
ディングコンパウンド。
　１．５≦α／β≦１０
　α：成分（Ａ）および成分（Ｂ）のエポキシ基総量
　β：成分（Ｃ）の活性水素数
【請求項６】
成分（Ａ）がビスフェノール型エポキシ樹脂である、請求項１～５のいずれかに記載のシ
ートモールディングコンパウンド。
【請求項７】
成分（Ｄ）がジシアンシアミドまたはその誘導体である、請求項１～６のいずれかに記載
のシートモールディングコンパウンド。
【請求項８】
前記強化繊維が炭素繊維である、請求項１～７のいずれかに記載のシートモールディング
コンパウンド。
【請求項９】
請求項１～８のいずれかに記載のシートモールディングコンパウンドが硬化されてなる繊
維強化複合材料。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空・宇宙用部材、自動車用部材等の繊維強化複合材料に好適に用いられる
シートモールディングコンパウンド、およびそれを用いた繊維強化複合材料に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　強化繊維とマトリックス樹脂とからなる繊維強化複合材料は、強化繊維とマトリックス
樹脂の利点を生かした材料設計が出来るため、航空宇宙分野、自動車分野を始め、スポー
ツ分野、一般産業分野等に用途が拡大しており、プリプレグ法、ハンドレイアップ法、フ
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ィラメントワインディング法、プルトルージョン法、レジントランスファーモールディン
グ（ＲＴＭ）、シートモールディングコンパウンド（ＳＭＣ）成形等の方法により製造さ
れる。プリプレグ法は、強化繊維にマトリックス樹脂を含浸したプリプレグを所望の形状
に積層し、加熱することによって成形物を得る方法である。しかし、このプリプレグ法は
航空機や自動車等の構造材用途で要求される高い材料強度を有する繊維強化複合材料の生
産には向いているが、プリプレグの作製、積層等の多くのプロセスを経ることを必要とす
るため、少量生産しかできず、大量生産には不向きであり、生産性に問題がある。一方、
ＳＭＣ成形は、強化短繊維とマトリックス樹脂から構成され、強化短繊維に樹脂組成物を
含浸させてシート状にしたものをＢステージ化することでＳＭＣを作成し、そのＳＭＣを
成形型内で加熱圧縮し硬化させて繊維強化複合材料を得る方法である。この方法であれば
、成形型を用意することで、煩雑なプリプレグ作製や積層工程を介さずに短時間で繊維強
化複合材料を成形できるだけでなく、複雑な形状の繊維強化複合材料でも容易に成形が可
能という利点もある。　
【０００３】
　強化繊維としては、ガラス繊維、アラミド繊維、炭素繊維、ボロン繊維等が用いられる
。マトリックス樹脂としては、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂のいずれも用いられるが、強
化繊維への含浸が容易な熱硬化性樹脂が用いられることが多い。熱硬化性樹脂としては、
エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、フェノール樹脂、ビスマ
レイミド樹脂、シアネート樹脂等が用いられる。この中で、樹脂と強化繊維との接着性や
寸法安定性、および得られる複合材料の強度や剛性といった機械特性の観点からエポキシ
樹脂が好適に用いられる。
【０００４】
　ＳＭＣに用いられるマトリックス樹脂は強化繊維に充分含浸するために低粘度である必
要がある。一方でＢステージ化後には、それまでＳＭＣの両面に貼られたフィルムの剥離
が容易であり、かつ良好な繊維強化複合材料を与えるような適度な流動特性を有するもの
でなければならない。
【０００５】
　このような状況を鑑み、エポキシ樹脂と脂肪族アミン化合物を配合することによって、
強化繊維への濡れ性に優れ、容易にＢステージ化可能な樹脂組成物が提案されている（特
許文献１）。　
【０００６】
　また、エポキシ樹脂と２，５－ジメチル－２，５－ヘキサンジアミンを配合することに
よって、容易にＢステージ化可能であるだけでなく、ポットライフの長い樹脂組成物が報
告されている（非特許文献１）
　さらに、脂環式アミン化合物を配合することによって、容易にＢステージ化可能である
だけでなく、よりポットライフに優れた樹脂組成物が提案されている（特許文献２）。
【０００７】
　繊維強化複合材料の品位については不連続の強化繊維の束状集合体の形状が検討されて
おり、たとえば、束状集合体端部と強化繊維の配列方向との角度を１２°とすることで、
束状集合体と樹脂の均質性を向上させる方法が提案されている（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平０６－１６６７４２号公報
【特許文献２】国際公開２０１７／１５０５２１号パンフレット
【特許文献３】国際公開２００８／１４９６１５号パンフレット
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】日刊工業新聞社、エポキシ樹脂ハンドブック、新保正樹編、昭和６２年
１２月２５日、Ｐ１５５
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前述の特許文献１に記載の方法では、容易にＢステージ化が可能になるものの、増粘後
の樹脂組成物のポットライフが短く、さらにこの樹脂組成物を用いたＳＭＣを硬化させて
得られる繊維強化複合材料は複雑形状を有する部分において脱型時に割れが発生してしま
うという課題があった。次に、前述の特許文献２および非特許文献１に記載の方法では、
樹脂組成物のポットライフは改善するものの、ＳＭＣのプレス成形において、流動特性が
ばらつき、繊維強化複合材料にボイドが残存したり、品位が低下したりしてしまうという
課題があった。　また、特許文献３に記載の方法では、不連続の強化繊維の束状集合体端
部と強化繊維の配列方向との角度が１２°である束状集合体とマトリックス樹脂からなる
ＳＭＣは、束状集合体と樹脂の均質性が高いものの、多湿な条件下で樹脂組成物を保存し
た場合に流動特性がばらつき、繊維強化複合材料にボイドが残存したり、品位が低下した
りしてしまうという課題があった。このように、従来技術では、多湿な条件においても繊
維強化複合材料がボイドレスでかつ脱型時に割れが発生せず表面品位に優れたＳＭＣを得
ることが困難であった。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、かかる従来技術の欠点を改良し、多湿な条件においても流動
特性がばらつかないＳＭＣを提供すること。さらには、かかるＳＭＣを用いることで、ボ
イドレスでかつ脱型時に割れが発生せず表面品位に優れた繊維強化複合材料を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明のＳＭＣは次の構成を有する。すなわち、不連続の強
化繊維の束状集合体と樹脂組成物とを含むシートモールディングコンパウンド（ＳＭＣ）
であって、前記束状集合体は、その強化繊維の配列方向に直角な方向の幅が最大となる面
において、前記強化繊維の配列方向に対して、前記束状集合体中の強化繊維の両の端部の
配列により形成される辺のそれぞれがとる鋭角の角度ａおよび角度ｂがそれぞれ２°以上
３０°以下であり、前記樹脂組成物は、以下の成分（Ａ）～成分（Ｃ）を含む樹脂組成物
である、シートモールディングコンパウンド。
【００１３】
　成分（Ａ）：　芳香族エポキシ樹脂
　成分（Ｂ）：　脂肪族エポキシ樹脂
　成分（Ｃ）：　脂肪族アミン。
【００１４】
　さらに、本発明においては、そのシートモールディングコンパウンドを硬化させて繊維
強化複合材料とすることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、多湿な条件においても流動特性がばらつかないＳＭＣを提供すること
。さらには、かかるＳＭＣを用いることで、ボイドレスでかつ脱型時に割れが発生せず表
面品位に優れた繊維強化複合材料を提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】束状集合体の強化繊維の配列方向に直角な方向の幅が最大となる面の模式図であ
り、強化繊維の配列方向に対して、束状集合体中の強化繊維の両側の端部の配列が形成す
る辺がとる鋭角の角度ａおよび角度ｂが示されている。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明のシートモールディングコンパウンドについて説明する。
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【００１８】
　本発明における成分（Ａ）は、耐熱性や機械特性発現のために必要な成分である。成分
（Ａ）の芳香族エポキシ樹脂は、分子内にエポキシ基を１つ以上含む芳香族化合物であれ
ば特に限定されないが、この例としては、２官能性エポキシ樹脂ではビスフェノールＡ型
エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂など
のビスフェノール型エポキシ樹脂や、ビフェニル型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン
型エポキシ樹脂、あるいはこれらを変性したエポキシ樹脂等が挙げられる。３官能以上の
多官能性エポキシ樹脂としては、例えばフェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾー
ル型エポキシ樹脂、テトラグリシジルジアミノジフェニルメタン、トリグリシジルアミノ
フェノール、テトラグリシジルアミンのようなグリシジルアミン型エポキシ樹脂、テトラ
キス（グリシジルオキシフェニル）エタンやトリス（グリシジルオキシメタン）のような
グリシジルエーテル型エポキシ樹脂およびこれらを変性したエポキシ樹脂やこれらのエポ
キシ樹脂をブロム化したブロム化エポキシ樹脂が挙げられるが、これらに限定はされない
。また、成分（Ａ）として、これらエポキシ樹脂を２種類以上組み合わせて使用しても構
わず、液状のエポキシ樹脂と固形のエポキシ樹脂を併用したエポキシ樹脂組成物により、
３０℃常温時での取扱性が良好で優れた流動特性を示すＳＭＣが得られるため、好ましい
。中でも、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ビスフ
ェノールＳ型エポキシ樹脂などのビスフェノール型エポキシ樹脂が特に好適に使用できる
。これらのエポキシ樹脂を用いると、例えば、分子内にナフタレン骨格を有するエポキシ
樹脂など剛直性の高いエポキシ樹脂を用いた場合と比較して、繊維強化複合材料としたと
きの機械強度が向上するという更なる効果を奏する。これは、剛直性の高いエポキシ樹脂
は短時間で硬化させると架橋密度が上がるため歪みが生じやすくなるのに対し、上述のエ
ポキシ樹脂を用いると、そういった問題が起こる可能性が低いためである。
【００１９】
　ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂の市販品としては、“ｊＥＲ（登録商標）”８２５、
“ｊＥＲ（登録商標）”８２６、“ｊＥＲ（登録商標）”８２７、“ｊＥＲ（登録商標）
”８２８、“ｊＥＲ（登録商標）”８３４、“ｊＥＲ（登録商標）”１００１、“ｊＥＲ
（登録商標）”１００２、“ｊＥＲ（登録商標）”１００３、“ｊＥＲ（登録商標）”１
００４、“ｊＥＲ（登録商標）”１００４ＡＦ、“ｊＥＲ（登録商標）”１００７、“ｊ
ＥＲ（登録商標）”１００９（以上三菱化学（株）製）、“エピクロン（登録商標）”８
５０（ＤＩＣ（株）製）、“エポトート（登録商標）”ＹＤ－１２８（新日鐵住金化学（
株）製）“、ＤＥＲ（登録商標）”－３３１、“ＤＥＲ（登録商標）”－３３２（ダウケ
ミカル社製）などが挙げられる。
【００２０】
　ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂の市販品としては“ｊＥＲ（登録商標）”８０６、“
ｊＥＲ（登録商標）”８０７、“ｊＥＲ（登録商標）”１７５０、“ｊＥＲ（登録商標）
”４００４Ｐ、“ｊＥＲ（登録商標）”４００７Ｐ、“ｊＥＲ（登録商標）”４００９Ｐ
（以上三菱化学（株）製）、“エピクロン（登録商標）”８３０（ＤＩＣ（株）製）、“
エポトート（登録商標）”ＹＤＦ－１７０、“エポトート（登録商標）”ＹＤＦ２００１
、“エポトート（登録商標）”ＹＤＦ２００４（以上新日鉄住金化学（株））などが挙げ
られる。また、アルキル置換体であるテトラメチルビスフェノールＦ型エポキシ樹脂の市
販品としては、“エポトート（登録商標）”ＹＳＬＶ－８０ＸＹ（新日鉄住金化学（株）
）などが挙げられる。
【００２１】
　ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂としては、“エピクロン（登録商標）”ＥＸＡ－１５
１５（ＤＩＣ（株）製）などがあげられる。
【００２２】
　フェノールノボラック型エポキシ樹脂の市販品としては“ｊＥＲ（登録商標）”１５２
、“ｊＥＲ（登録商標）”１５４（以上三菱化学（株）製）、“エピクロン（登録商標）
”Ｎ－７４０、“エピクロン（登録商標）”Ｎ－７７０、“エピクロン（登録商標）”Ｎ
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－７７５（以上ＤＩＣ（株）製）などが挙げられる。
【００２３】
　クレゾールノボラック型エポキシ樹脂の市販品としては、“エピクロン（登録商標）”
Ｎ－６６０、“エピクロン（登録商標）”Ｎ－６６５、“エピクロン（登録商標）”Ｎ－
６７０、“エピクロン（登録商標）”Ｎ－６７３、“エピクロン（登録商標）”Ｎ－６９
５（以上ＤＩＣ（株）製）、ＥＯＣＮ－１０２０、ＥＯＣＮ－１０２Ｓ、ＥＯＣＮ－１０
４Ｓ（以上日本化薬（株）製）などが挙げられる。
【００２４】
　成分（Ａ）として用いられるこれらの樹脂の常温（２５℃）における樹脂粘度としては
、１００００００Ｐａ・ｓ以下であることが好ましく、さらに好ましくは、５００００Ｐ
ａ・ｓ以下であることが好ましい。この粘度であれば、好ましいタック性およびドレープ
性を有するＳＭＣを得ることができる。
【００２５】
　本発明における成分（Ｂ）は、脱型時の繊維強化複合材料の割れを抑制するために必要
な成分である。成分（Ｂ）の脂肪族エポキシ樹脂は十分なエポキシ樹脂組成物の低粘度化
を発現させるため、脂肪族エポキシ樹脂の２５℃における粘度が１００ｍＰａ・ｓ以上１
００００ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく、１２０ｍＰａ・ｓ以上１００００ｍＰａ
・ｓ以下であることがより好ましい。２官能以上の脂肪族エポキシ樹脂は、繊維強化複合
材料の柔軟性を向上させ、脱型時の繊維強化複合材料の割れを抑制できるため、好ましい
。３官能以上の脂肪族エポキシ樹脂は繊維強化複合材料のさらなる柔軟性の向上に加え容
易なＢステージ化を可能にするためにより好ましい。
【００２６】
　２官能以上の脂肪族エポキシ樹脂としては、脂環式骨格を有していてもよい２価以上の
脂肪族アルコールのポリグリシジルエーテルが好ましく、脂環式骨格を有していてもよく
、２価の脂肪族アルコールとしては、１，４－ブタンジオール、３－メチル－１，５－ペ
ンタンジオール、ジエチレングリコール、ネオペンチルグリコール、１，６－ヘキサンジ
オール、１，９－ノナンジオール、シクロヘキサンジメタノール、プロピレングリコール
、３価以上の脂肪族アルコールとしてはグリセリン、トリメチロールプロパン、トリメチ
ロールエタン、テトラメチロールプロパン、ソルビトール等が挙げられる。
【００２７】
　成分（Ｂ）として用いられる脂肪族エポキシ樹脂は、１種を単独で用いてもよく、２種
以上を組み合せて用いてもよい。
【００２８】
　成分（Ｂ）は、成分（Ａ）および成分（Ｂ）の合計１００質量部を基準として、１質量
部以上３０質量部以下含まれることが好ましい。１０質量部以上３０質量部以下であるこ
とがより好ましい。成分（Ａ）の合計１００質量部に対して、脂肪族エポキシ樹脂が１質
量部以上３０質量部以下の範囲内にある場合は、エポキシ樹脂組成物の含浸性に優れ、脱
型時の繊維強化複合材料の割れを抑制することができる。
【００２９】
　成分（Ｃ）は主剤と共有結合することにより熱硬化性樹脂を硬化させる成分である。成
分（Ｃ）の脂肪族アミンは、芳香環を持たないアミンであり、分子中にアミノ基を１つ以
上有するものであれば特に限定されないが、この例としては、ポリアルキレンポリアミン
、イソホロンジアミン、３，３‘－ジメチレンジ（シクロヘキシルアミン）、ｎ－アミノ
エチルピペラジン、ノルボルナンジアミン、ジエチレングリコールジアミノプロピルエー
テル、アジピン酸ジヒドラジド、ヒドラジン、シアナミドおよびこれらの誘導体があげら
れる。アミノ基は第１級、第２級、第３級の炭素原子に結合されていることが好ましく、
容易にＢステージ化するためには、第１級、第２級の炭素原子に結合されていることがよ
り好ましい。
【００３０】
　十分な樹脂組成物の低粘度化を発現させるため、成分（Ｃ）の２５℃における粘度が１
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ｍＰａ・ｓ以上１００００ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく、１０ｍＰａ・ｓ以上１
００００ｍＰａ・ｓ以下であることがより好ましい。
【００３１】
　成分（Ｃ）の各化合物は、十分なＢステージ化を達成するために、下記の条件を満たす
ことが好ましい。下記の範囲内でない場合には好ましいタック性およびドレープ性を有す
るＳＭＣを得ることができない。
【００３２】
　１．５≦α／β≦１０
　α：成分（Ａ）および成分（Ｂ）のエポキシ基総数
　β：成分（Ｃ）のある化合物の活性水素数。
より好ましくは、３≦α／β≦１０である。上記の条件を満たしかつ硬化速度の２種以上
の異なる化合物を併用することによって、所望の硬化挙動にあわせた樹脂組成物が得られ
る。
【００３３】
　本発明における樹脂組成物中の成分（Ｄ）は、成分（Ｃ）に該当しない主剤と共有結合
することにより熱硬化性樹脂を硬化させる成分である。熱硬化性樹脂を硬化させ得るもの
である限り、特に限定されるものではないが、熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂である場合を
例に挙げると、アミン系、フェノール系、酸無水物系、メルカプタン系、イミダゾール類
、３級アミン、有機リン化合物、ウレア化合物、アンモニウム塩、スルホニウム塩などが
挙げられる。アミン系の硬化剤は、ジシアンジアミド、芳香族ポリアミン、アミノ安息香
酸エステル類、チオ尿素付加アミンなどを例示できる。フェノール系の硬化剤は、ビスフ
ェノール、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ポリフェノール化合
物などを例示できる。酸無水物系の硬化剤は、無水フタル酸、無水マレイン酸、無水コハ
ク酸、カルボン酸無水物などを例示できる。メルカプタン系の硬化剤は、ポリメルカプタ
ン、ポリスルフィド樹脂などを例示できる。例示したものの中でも、アミン系硬化剤が好
ましい。さらに、これらの中でもジシアンジアミドまたはその誘導体が特に好ましい。ジ
シアンジアミドは、樹脂硬化物に高い機械特性や耐熱性を与える点で優れており、エポキ
シ樹脂の硬化剤として広く用いられる。また、樹脂組成物の保存安定性に優れることから
、好適に使用できる。またジシアンジアミドの誘導体とは、ジシアンジアミドと各種化合
物を結合させて得られる化合物を意味し、ジシアンジアミドと同様に、樹脂硬化物に高い
機械特性や耐熱性を与える点で優れており、また樹脂組成物の保存安定性にも優れる。ジ
シアンジアミドの誘導体としては、例えばジシアンジアミドと、エポキシ樹脂やビニル化
合物、アクリル化合物、９，１０－ジヒドロ－９－オキサ－１０－フォスファフェナント
レン－１０－オキサイド等の各種化合物を結合させたものなどが挙げられる。これらは、
１種を単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。また、ジシアンジア
ミドと併用してもよい。かかるジシアンジアミドの市販品としては、ＤＩＣＹ７、ＤＩＣ
Ｙ１５（以上、三菱化学（株）製）などが挙げられる。
【００３４】
　本発明における樹脂組成物中の成分（Ｄ）は、成分（Ａ）および成分（Ｂ）の合計１０
０質量部に対して、１～５０質量部含まれることが好ましい。成分（Ａ）および成分（Ｂ
）の合計１００質量部に対して、成分（Ｄ）が１～５０質量部の範囲内にある場合は、十
分な硬化性向上の効果が得られるために好ましく、成分（Ｄ）が６～５０質量部の範囲内
にある場合は、さらに好ましい。
【００３５】
　硬化時間を短縮するために、本発明に係る樹脂組成物に加えて、硬化促進剤として触媒
を加えてもよい。ここで、触媒とは、主剤の単独硬化反応、および、主剤と硬化剤との結
合形性による硬化反応を速やかに円滑にする成分である。熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂で
ある場合を例に挙げると、例えば、イミダゾール類、３級アミン、有機リン化合物、ウレ
ア化合物、アンモニウム塩、スルホニウム塩などが挙げられる。これらの触媒のうち、２
種類以上組み合わせて使用しても構わない。
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【００３６】
　本発明における樹脂組成物は、その他の成分を更に含んでいても良い。例えば、各種フ
ィラーや硬化剤、酸化防止剤などである。
【００３７】
　本発明における樹脂組成物の含水率が０．０１質量％以上５質量％の場合においても、
流動性に優れたＳＭＣが得られる。イソシアネート等を配合した場合には水分の影響によ
って樹脂組成物の粘度が大きく悪化してしまうが、本発明における樹脂組成物では水分の
影響による粘度の悪化が起こりにくい。
【００３８】
　本発明における樹脂組成物は、Ｅ型粘度計で測定した４０℃における粘度が０．０１Ｐ
ａ・ｓ以上１００００Ｐａ・ｓ以下の範囲にあることが好ましく、０，０１Ｐａ・ｓ以上
１０００Ｐａ・ｓ以下の範囲にあることがより好ましい。上記の上限と下限のいずれを組
み合わせた範囲であってもよい。４０℃における粘度が１０Ｐａ・ｓ以下である樹脂組成
物は強化繊維への含浸性が優れ、それにより高品位な繊維強化複合材料が得られる。また
、４０℃における粘度が０．０１Ｐａ・ｓ以上である樹脂組成物は、樹脂含浸時の粘度が
低くなりすぎず、それにより樹脂が外部へ流れ出ることなく、均一に強化繊維基材に含浸
しやすい。なお、かかる粘度は各成分を混合した直後のエポキシ樹脂組成物の粘度を指す
。
【００３９】
　本発明に係る樹脂組成物を使用して得られる繊維強化複合材料の耐熱性は、樹脂組成物
を硬化してなる樹脂硬化物のガラス転移温度に依存するため、高耐熱性を有した繊維強化
複合材料を得るためには、例えば１１０℃の温度下で２時間加熱して完全硬化して得られ
る樹脂硬化物のガラス転移温度が１１０℃以上２５０℃以下の範囲にあることが好ましく
、１２０℃以上２２０℃以下であればさらに好ましい。上記の上限と下限のいずれを組み
合わせた範囲であってもよい。ガラス転移温度が１１０℃に満たない場合は樹脂硬化物の
耐熱性が不十分な場合がある。ガラス転移温度が２５０℃を越える場合、３次元架橋構造
の架橋密度が高くなることから樹脂硬化物が脆くなることがあり、その場合は繊維強化複
合材料の引張強度や耐衝撃性が低下する場合がある。ここでガラス転移温度は、動的粘弾
性測定装置（ＤＭＡ）を用いた測定により求められる。
【００４０】
　本発明のシートモールディングコンパウンド、つまりＳＭＣは、樹脂組成物、並びに、
強化繊維を含むものである。本発明のＳＭＣの製造方法は特に限定されるものではないが
、例えば、本発明における第一の発明のエポキシ樹脂組成物を、強化繊維の形態に合った
周知の方法により強化繊維に含浸させた後、室温～８０℃程度の温度に数時間～数日間保
持することにより、樹脂組成物の粘度上昇が飽和した半硬化状態とすることで、本発明の
ＳＭＣが得られる。ここで、樹脂組成物の粘度上昇が飽和した半硬化状態とすることをＢ
ステージ化するという。Ｂステージ化するための条件は、室温～８０℃程度の温度、数時
間～数日間という範囲内で任意に採りうる。本発明の評価においては、エポキシ樹脂組成
物を５０℃で２１時間保持することにより樹脂組成物の粘度上昇を飽和させ半硬化状態と
するＢステージ化条件を採るものとする。本発明におけるＳＭＣにおいて、Ｂステージ化
は、主に脂肪族アミンのアミノ基とエポキシ樹脂中のエポキシ基との反応によってなると
考えられ、Ｂステージ化後の樹脂組成物の粘度としては、ＤＭＡ（例えば、ＴＡインスツ
ルメンツ社製ＡＲＥＳ）を用いて測定した成形温度、例えば、４０℃における粘度が１０
０Ｐａ・ｓ以上１０００００Ｐａ・ｓ以下の範囲にあることが好ましい。樹脂組成物の粘
度が１００Ｐａ・ｓ以下の場合はタック性が悪く、ＳＭＣの取り扱い性が悪化する。５０
０Ｐａ・ｓ以上１００００Ｐａ・ｓ以下の範囲にあることがより好ましい。上記の上限と
下限のいずれを組み合わせた範囲であってもよい。かかるＳＭＣを用いることで、所望の
繊維強化複合材料を得ることができる。
【００４１】
　本発明のＳＭＣにおける樹脂組成物の含水率は，下記の式のように各成分の含水率の和
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として算出でき、各成分の含水率は、カールフィッシャー法の容量滴定法にて測定し、自
動滴定装置（例えば、平沼産業株式会社製　平沼自動滴定装置　ＣＯＭ―３００Ａ）およ
びＫＦ試薬（アクアライトＫＦ５（平沼産業製　力価４．０～６．０ｍｇＨ２Ｏ／ｍＬ）
）を用いて測定した。
【００４２】
　Ｌ＝（ｌ（Ａ）×ｗ（Ａ）＋ｌ（Ｂ）×ｗ（Ｂ）＋ｌ（Ｃ）×（Ｃ）＋ｌ（Ｄ）×ｗ（
Ｄ））／（ｗ（Ａ）＋ｗ（Ｂ）＋ｗ（Ｃ）＋ｗ（Ｄ））
　Ｌ：樹脂組成物の含水率
　ｌ（Ａ）：成分（Ａ）の含水率
　ｌ（Ｂ）：成分（Ｂ）の含水率
　ｌ（Ｃ）：成分（Ｃ）の含水率
　ｗ（Ａ）：成分（Ａ）の質量部
　ｗ（Ｂ）：成分（Ｂ）の質量部
　ｗ（Ｃ）：成分（Ｃ）の質量部
　ｗ（Ｄ）：成分（Ｄ）の質量部。
【００４３】
　本発明における強化繊維としては特に限定されないが、ガラス繊維、炭素繊維、黒鉛繊
維、アラミド繊維、ボロン繊維、アルミナ繊維および炭化ケイ素繊維等が挙げられる。こ
れらの強化繊維を２種以上混合して用いても構わないが、より軽量で、より耐久性の高い
繊維強化複合材料を得るために、炭素繊維や黒鉛繊維を用いることが好ましい。特に、材
料の軽量化や高強度化の要求が高い用途においては、その優れた比弾性率と比強度のため
、本発明のＳＭＣ中の強化繊維としては、炭素繊維が好適に用いられる。
【００４４】
　炭素繊維としては、用途に応じてあらゆる種類の炭素繊維を用いることが可能であるが
、耐衝撃性の点から高くとも３００ＧＰａの引張弾性率を有する炭素繊維であることが好
ましい。また、強度の観点からは、高い剛性および機械強度を有する複合材料が得られる
ことから、引張強度が好ましくは４．４～６．５ＧＰａの炭素繊維が用いられる。また、
引張伸度も重要な要素であり、１．７～２．３％の高伸度炭素繊維であることが好ましい
。従って、引張弾性率が少なくとも２３０ＧＰａであり、引張強度が少なくとも４．４Ｇ
Ｐａであり、引張伸度が少なくとも１．７％であるという特性を兼ね備えた炭素繊維が最
も適している。
【００４５】
　炭素繊維の市販品としては、“トレカ（登録商標）”Ｔ８００Ｇ－２４Ｋ、“トレカ（
登録商標）”Ｔ８００Ｓ－２４Ｋ、“トレカ（登録商標）”Ｔ７００Ｇ－２４Ｋ、“トレ
カ（登録商標）”Ｔ３００－３Ｋ、および“トレカ（登録商標）”Ｔ７００Ｓ－１２Ｋ（
以上東レ（株）製）等が挙げられる。
【００４６】
　本発明におけるＳＭＣは、不連続の強化繊維の束状集合体と繊維強化複合材料用エポキ
シ樹脂組成物とを含むＳＭＣであって、前記束状集合体は、図１に示されるように、その
強化繊維の配列方向に直角な方向の幅が最大となる面において、前記強化繊維の配列方向
に対して、前記束状集合体中の強化繊維の両の端部の配列が形成する辺がとる鋭角の角度
を、それぞれ角度ａおよび角度ｂとすると、角度ａ，ｂのそれぞれが２°以上３０°以下
であり、束状集合体中の強化繊維の端部の配列が形成する辺の強化繊維の配列方向に対す
る角度ａおよび角度ｂは小さいほど、強化繊維間の間隔が広がる傾向となり、束状集合体
において粒子が濾されにくくなり、構成成分の均質性が高いＳＭＣとなるため、これを用
いて成形される繊維強化複合材料において品位および強度向上の効果が大きい。角度ａお
よび角度ｂが３０°以下の場合、その効果が著しい。しかし、一方において、束状集合体
自体の取り扱い性は、低下する。また、強化繊維の配列方向と切断する刃との角度が小さ
ければ小さいほど、切断工程における安定性が低下する。そのため、角度ａおよび角度ｂ
は２°以上であることが好ましい。角度ａおよび角度ｂは、３°以上２５°以下であるこ
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とがより好ましい。繊維強化複合材料の品位および強度向上効果と束状集合体の製造工程
におけるプロセス性と兼ね合いから、角度ａおよび角度ｂは、５°以上１５°以下である
ことがさらに好ましい。なお、ここで言う角度は、絶対値で表される。上記の上限と下限
のいずれを組み合わせた範囲であってもよい。また、角度ａと角度ｂは同じ値である必要
はなく、また、全ての繊維束における角度ａを同一にする必要はなく、角度ｂを同一にす
る必要もない。
【００４７】
　不連続の強化繊維の束状集合体を製造するための連続強化繊維束の切断手段としては、
例えば、ギロチンカッター、ロービングカッター等のロータリーカッターがある。連続強
化繊維束は、連続強化繊維束の長手方向と切断手段に装備されている切断刃の方向とが相
対的に斜行する状態において、切断手段に挿入され、切断される。
【００４８】
　本発明のＳＭＣを用いた繊維強化複合材料の製造方法としては、特に限定されるもので
はないが、プリプレグ法、ハンドレイアップ法、レジントランスファーモールディング（
ＲＴＭ）、シートモールディングコンパウンド（ＳＭＣ）成形が好適に用いられる。これ
らのうち、生産性や成形体の形状自由度といった観点で、特にＳＭＣ成形が好適に用いら
れる。ＳＭＣ成形時の加熱温度は本発明における樹脂組成物が硬化する温度であればよく
、硬化時間の短縮の観点から１１０℃以上２００℃以下であることが好ましい。成形時の
圧力は本発明のＳＭＣを十分に流動させることが可能な圧力であればよく、１Ｐａ以上１
５Ｐａ以下であることが好ましい。
【００４９】
　本発明の繊維強化複合材料は、本発明のＳＭＣが硬化されてなるものである。このよう
な繊維強化複合材料において、特に自動車分野で用いられる繊維強化複合材料の場合には
、高い曲げ撓み量等の機械特性が要求される。本発明の繊維強化複合材料は、マトリック
ス樹脂である樹脂硬化物のガラス転移温度を通常好ましくは１１０℃以上２５０℃以下と
することができるため、樹脂硬化物の高い機械特性が反映され、曲げ撓み量１０．０ｍｍ
以上、より好ましい様態では１１．０ｍｍ以上という、高い曲げ撓み量を示すことができ
るため、脱型時に割れを生じることなく、高品位な繊維強化複合材料が得られる。さらに
、多湿な状況下においてもプレス成形時にボイドが強化繊維複合材料中に残存しにくく、
表面の算術平均粗さＲａが０．４μｍ以下、より好ましい様態では０．３μｍ以下という
、良好な表面品位を示す。
【実施例】
【００５０】
　以下、実施例により、本発明のＳＭＣを用いた繊維強化複合材料等についてさらに詳細
に説明する。
【００５１】
　＜樹脂原料＞
　各実施例・比較例の樹脂組成物を得るために、以下の樹脂原料を用いた。なお、表中の
樹脂組成物の欄における各成分の数値は含有量を示し、その単位は、特に断らない限り「
質量部」である。
【００５２】
　１．成分（Ａ）である芳香族エポキシ樹脂
　・“エポトート（登録商標）”ＹＤ１２８（新日鉄住金化学（株）製）：ビスフェノー
ルＡ型エポキシ樹脂
　・“ｊＥＲ（登録商標）”１５４（三菱化学（株）製）：フェノールノボラック型エポ
キシ樹脂。
【００５３】
　２．成分（Ｂ）である脂肪族エポキシ
　・デナコール（登録商標）”ＥＸ－２１１（ナガセケムテックス（株）製）：ネオペン
チルグリコールジグリシジルエーテル（エポキシ基：２官能、２５℃粘度：２０ｍＰａ・
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ｓ）
　・“デナコール（登録商標）”ＥＸ－８４１（ナガセケムテックス（株）製）：ポリエ
チレングリコールジグリシジルエーテル（エポキシ基：２官能、２５℃粘度：１１０ｍＰ
ａ・ｓ）
　・“デナコール（登録商標）”ＥＸ－３１３（ナガセケムテックス（株）製）：グリセ
ロールポリグリシジルエーテル（エポキシ基：３官能、２５℃粘度：１５０ｍＰａ・ｓ）
　・“デナコール（登録商標）”ＥＸ－３２１（ナガセケムテックス（株）製）：トリメ
チロールプロパンポリグリシジルエーテル（エポキシ基：３官能、２５℃粘度：１３０ｍ
Ｐａ・ｓ）
　・“デナコール（登録商標）”ＥＸ－６１４Ｂ（ナガセケムテックス（株）製）：ソル
ビトールポリグリシジルエーテル（エポキシ基：６官能、２５℃粘度：５０００ｍＰａ・
ｓ）
　・“デナコール（登録商標）”ＥＸ－６１４（ナガセケムテックス（株）製）：ソルビ
トールポリグリシジルエーテル（エポキシ基：６官能、２５℃粘度：２１２００ｍＰａ・
ｓ）。
【００５４】
　３．成分（Ｃ）である脂肪族アミン
　・１，４－ブタンジアミン（東京化成工業株式会社製）
　・イソホロンジアミン（東京化成工業株式会社製）
　・“ｊＥＲキュア（登録商標）”１１３（三菱ケミカル（株）製）：３，３’－ジメチ
ル－４，４’－ジアミノジシクロヘキシルメタン。
【００５５】
　４．成分（Ｄ）である脂肪族アミンに該当しない硬化剤
　・“リカシッド（登録商標）”ＭＨ－７００（新日本理化（株）製）：メチルヘキサヒ
ドロ無水フタル酸
　・“ｊＥＲキュア（登録商標）”Ｗ（三菱ケミカル（株）製）：ジエチルトルエンジア
ミン
　・３，３’－ＤＡＳ（三井化学ファイン（株）製）：３，３’－ジアミノジフェニルス
ルホン
　・ジシアンシアミド。
【００５６】
　＜樹脂含水率の測定＞
　各成分の含水率は、カールフィッシャー法の容量滴定法にて測定し、自動滴定装置（例
えば、平沼産業株式会社製　平沼自動滴定装置　ＣＯＭ―３００Ａ）およびＫＦ試薬（ア
クアライトＫＦ５（平沼産業製　力価４．０～６．０ｍｇＨ２Ｏ／ｍＬ））を用いて測定
した。
【００５７】
　＜樹脂組成物の調製＞
　表に記載した含有割合で各成分を混合し、樹脂組成物を調製した。
【００５８】
　＜調製直後の樹脂組成物の粘度の測定＞
　測定すべき検体を、ＪＩＳ　Ｚ８８０３（１９９１）における「円すい－平板形回転粘
度計による粘度測定方法」に従い、標準コーンローター（１°３４’×Ｒ２４）を装着し
たＥ型粘度計を使用して、４０℃に保持した状態で測定した。Ｅ型粘度計としては、（株
）トキメック製ＴＶＥ－３０Ｈを用いた。なお、検体としては、各成分を混合した直後の
樹脂組成物を用いた。
【００５９】
　＜Ｂステージ化後の樹脂組成物の粘度の測定＞
　測定すべき検体を、ＤＭＡ（ＴＡインスツルメンツ社製ＡＲＥＳ）を使用して、３０℃
に加熱したステージにサンプルを投入し、１分間に１０℃ずつ昇温したときの粘度を測定
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し、各温度での粘度をその温度条件の粘度とした。例えば、４０℃の粘度は、検体が４０
℃に達した際の粘度を４０℃の粘度とした。なお、検体としては、各成分を混合した樹脂
組成物を５０℃で２１時間保持したものを用いた。
【００６０】
　＜樹脂硬化板の作製＞
　上記で調製した樹脂組成物を真空中で脱泡した後、２ｍｍ厚の“テフロン（登録商標）
”製スペーサーにより厚み２ｍｍになるように設定したモールド中に注入した。１４０℃
の温度で２時間硬化させ、厚さ２ｍｍの樹脂硬化板を得た。
【００６１】
　＜樹脂硬化物のガラス転移温度Ｔｇ測定＞
　樹脂硬化板から幅１２．７ｍｍ、長さ４０ｍｍの試験片を切り出し、ＤＭＡ（ＴＡイン
スツルメンツ社製ＡＲＥＳ）を用いてＴｇ測定を行った。測定条件は、昇温速度５℃／分
である。測定で得られた貯蔵弾性率Ｇ’の変曲点での温度をＴｇとした。
【００６２】
　＜ＳＭＣの作製ならびにＳＭＣ使用繊維強化複合材料の作製＞
　炭素繊維として、“トレカ（登録商標）”Ｔ７００Ｓ－１２Ｋ（東レ（株）製）を使用
した。前記連続炭素繊維ストランドを切断して均一分散するように散布することにより、
繊維配向が等方的である不連続炭素繊維不織布を得た。切断装置にはロータリー式カッタ
ーを用いた。このロータリー式カッターは周方向に５ｍｍ間隔で刃を設けたものであり、
連続炭素繊維ストランドを、ロータリー式カッターの刃に対して１２°の角度で、ロータ
リー式カッターに連続して挿入し切断した。また、不連続炭素繊維不織布の目付は１ｋｇ
／ｍ２であった。
【００６３】
　不連続炭素繊維不織布に上記エポキシ樹脂組成物を、炭素繊維重量含有率が４０％とな
るようにローラーで含浸させることによりシート状のＳＭＣ前駆体を得た。これを５０℃
で２１時間保持し、樹脂をＢステージ化させることで、ＳＭＣを得た。このＳＭＣを２枚
重ね、加圧型プレス機により１０ＭＰａの加圧のもと、約１１０℃×１０分間の条件によ
り硬化させ、厚み１．６ｍｍの平板状の繊維強化複合材料を得た。
【００６４】
　＜ＳＭＣ使用繊維強化複合材料の断面ボイド測定＞
　前記のようにして得られた平板状の繊維強化複合材料より０度（平板長手方向を０度）
と９０度方向から、それぞれ８０×３０×１．６ｍｍの試験片を５片（合計１０片）切り
出し、各断面をデジタル顕微鏡（キーエンス製ＶＨＸ－６０００）にて観察し、ボイドの
有無を評価した。ボイド面積が全体の０％以上５％未満の場合は◎、５％以上１０％未満
の場合は○、１０％以上の場合は×とした。
【００６５】
　＜ＳＭＣ使用繊維強化複合材料の表面の算術平均粗さＲａ測定＞
　前記のようにして得られた平板状の繊維強化複合材料より０度（平板長手方向を０度）
と９０度方向から、それぞれ８０×３０×１．６ｍｍの試験片を５片（合計１０片）切り
出し、表面粗さ測定器サーフコム４８０Ａ（（株）東京精密製）を用いて各試験片の表面
の算術平均粗さを測定し、それらの平均値をＲａとして採用した。測定条件は、クロスヘ
ッドスピード０．３ｍｍ／ｓである。
【００６６】
　＜ＳＭＣ使用繊維強化複合材料の曲げ撓み量測定＞
　前記のようにして得られた平板状の繊維強化複合材料より、０度（平板長手方向を０度
）と９０度方向のそれぞれから、１００×２５×１．６ｍｍの試験片を５片（合計１０片
）切り出し、ＪＩＳ　Ｋ７０７４（１９８８年）に準拠し測定を実施した。
【００６７】
　（実施例１～１３）
　成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）の配合量を変更して、表１に記載した含有割合で
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、上記した樹脂組成物の調製にしたがって樹脂組成物を作製し、４０℃における粘度およ
び含水率を測定した。また、それぞれの樹脂組成物を５０℃で２１時間保持し、Ｂステー
ジ化した後、４０℃における粘度を測定した。さらにそれぞれの樹脂組成物と表に示す通
りの角度ａ、ｂを有する束状集合体を用いて、ＳＭＣおよび繊維強化複合材料を作製し、
曲げ撓み量を測定した。いずれの場合も、調製直後の樹脂組成物の４０℃における粘度は
１００００ｍＰａ・ｓ以下とＳＭＣ作製時の強化繊維への含浸性が良好であった。また、
Ｂステージ化後の４０℃における樹脂の粘度は１０００００Ｐａ・ｓ以下でありＳＭＣを
加熱プレス成形する際の流動性も良好であった。さらに、樹脂硬化物のＴｇは１１０℃以
上、繊維強化複合材料のボイド面積は１０％未満であり、表面の算出平均粗さＲａは０．
４μｍ以下であり、曲げ撓み量は１０ｍｍ以上と機械特性も良好であった。
【００６８】
　（比較例１）
　実施例１において、成分（Ｂ）を添加せず、成分（Ａ）の配合量を変更して、上記した
樹脂組成物の調製にしたがって樹脂組成物を作製し、上記実施例と同様に４０℃における
粘度、Ｂステージ化後の４０℃における粘度を測定した。さらにそれぞれの樹脂組成物を
用いて、ＳＭＣおよび繊維強化複合材料を作製し、曲げ撓み量を測定した。調製直後の樹
脂組成物の４０℃における粘度は１５０００ｍＰａ・ｓとＳＭＣ作製時の強化繊維への含
浸性が不良であった。また、Ｂステージ化後の４０℃における樹脂の粘度は２３００００
Ｐａ・ｓでありＳＭＣを加熱プレス成形する際の流動性も不良であった。さらに、樹脂硬
化物のＴｇは１１０℃以上であったが、繊維強化複合材料のボイド面積は１０％以上と不
良であり、表面の算出平均粗さＲａは０．８０μｍであり、曲げ撓み量は７．２ｍｍと機
械特性も不良であった。
【００６９】
　（比較例２）
　実施例７において、成分（Ａ）、（Ｂ）の配合量を変更して、上記した樹脂組成物の調
製にしたがって樹脂組成物を作製し、上記実施例と同様に４０℃における粘度、Ｂステー
ジ化後の４０℃における粘度を測定した。さらにそれぞれの樹脂組成物を用いて、ＳＭＣ
および繊維強化複合材料を作製し、曲げ撓み量を測定した。調製直後の樹脂組成物の４０
℃における粘度は１３０００ｍＰａ・ｓとＳＭＣ作製時の強化繊維への含浸性が不良であ
った。また、Ｂステージ化後の４０℃における樹脂の粘度は１８００００Ｐａ・ｓであり
ＳＭＣを加熱プレス成形する際の流動性も不良であった。さらに、樹脂硬化物のＴｇは１
１０℃以上であったが、繊維強化複合材料のボイド面積は１０％以上と不良であり、表面
の算出平均粗さＲａは０．７４μｍであり、曲げ撓み量は７．８ｍｍと機械特性も不良で
あった。
【００７０】
　（比較例３）
　実施例７において、含水率の量を変更して、上記した樹脂組成物の調製にしたがって樹
脂組成物を作製し、上記実施例と同様に４０℃における粘度、Ｂステージ化後の４０℃に
おける粘度を測定した。さらにそれぞれの樹脂組成物を用いて、ＳＭＣおよび繊維強化複
合材料を作製し、曲げ撓み量を測定した。調製直後の樹脂組成物の４０℃における粘度は
１７０ｍＰａ・ｓとＳＭＣ作製時の強化繊維への含浸性は良好であった。また、Ｂステー
ジ化後の４０℃における樹脂の粘度は１２００００Ｐａ・ｓでありＳＭＣを加熱プレス成
形する際の流動性は不良であった。さらに、樹脂硬化物のＴｇは１０２℃と不良で、繊維
強化複合材料のボイド面積は１０％以上と不良であり、表面の算出平均粗さＲａは０．５
３μｍであり、曲げ撓み量は９．７ｍｍと機械特性も不良であった。
（比較例４）
　実施例７において、繊維強化複合材料に使用する不連続の強化繊維の束状集合体におけ
る角度ａおよびｂを変更して、上記した樹脂組成物の調製にしたがって樹脂組成物を作製
し、上記実施例と同様に４０℃における粘度、Ｂステージ化後の４０℃における粘度を測
定した。さらにそれぞれの樹脂組成物を用いて、ＳＭＣおよび繊維強化複合材料を作製し
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、曲げ撓み量を測定した。調製直後の樹脂組成物の４０℃における粘度は９２０ｍＰａ・
ｓとＳＭＣ作製時の強化繊維への含浸性は良好であった。また、Ｂステージ化後の４０℃
における樹脂の粘度は６３００Ｐａ・ｓでありＳＭＣを加熱プレス成形する際の流動性は
良好であった。さらに、樹脂硬化物のＴｇは１３５℃と良好であったが、繊維強化複合材
料のボイド面積は１０％以上と不良であり、表面の算出平均粗さＲａは０．５７μｍであ
り、曲げ撓み量は９．３ｍｍと機械特性も不良であった。
【００７１】
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【表１】

【００７２】
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【表２】

【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明のＳＭＣは、従来のＳＭＣ用エポキシ樹脂組成物からなるＳＭＣに比べ、多湿な
条件においても流動特性がばらつかないＳＭＣを与え、ボイドレスでかつ脱型時に割れが
発生せず表面品位に優れた繊維強化複合材料を与えるという点で優れている。これにより
、航空・宇宙用途、自動車用途の他、スポーツ・産業用途全般に繊維強化複合材料の適用
が進み、化石燃料を中心とするエネルギー消費量の削減に繋がり、地球温暖化問題への貢
献が期待できる。
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【図１】



(18) JP 2019-218445 A 2019.12.26

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｂ２９Ｃ  70/18     (2006.01)           Ｂ２９Ｃ   70/18     　　　　        　　　　　

Ｆターム(参考) 4F072 AA07  AD25  AD27  AD28  AE04  AF28  AF30  AG03  AG17  AH04 
　　　　 　　        AH22  AH26  AH49  AK05  AK14  AL02 
　　　　 　　  4F205 AA39  AB11  AB18  AB25  AD16  AH17  AH31  AR17  HA08  HA22 
　　　　 　　        HA33  HA35  HB01  HC02  HC17  HF02  HG01  HK03  HK31  HM13 
　　　　 　　        HT02  HT13  HT26 
　　　　 　　  4J002 CD01X CD03W CD05W CD06W CD13W CL06Y DA017 DA027 DE147 DJ007
　　　　 　　        DK007 DL007 EN036 EN046 EQ026 ER006 ET008 FA047 FD017 FD01Y
　　　　 　　        FD146 FD148 GN00 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

